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令和５年度南九州市決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

審査意見の提出について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により，令和６年８

月１日付け南九財第 5650 号で審査に付された令和５年度南九州市決算に基づく健全

化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第 22 条第１項

の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について

審査したので，次のとおり審査意見を提出します。 
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Ⅰ 令和５年度南九州市決算に基づく健全化判断比率審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

   令和５年度決算に基づく健全化判断比率 

 

第２ 審査の期間 

   令和６年８月 21 日 

 

第３ 審査の手続 

   審査は，市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が適正に作成されているかどうかを確認し，その内容を関係諸帳簿及び証書

類等と照合審査することにより実施した。また，関係職員から説明を聴取する等によ

り実施した。 

 

第４ 審査の結果及び意見 

 １ 結果 

   審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，

いずれもおおむね適正に作成されていることを認めた。 

 

記 

                                 （単位：％） 

健全化判断比率 令和５年度 令和４年度 早期健全化基準 財政再生基準 

① 実質赤字比率 ― ― 12.98 20.00 

② 連結実質赤字比率 ― ― 17.98 30.00 

③ 実質公債費比率 6.8 6.9 25.0 35.0 

④ 将来負担比率 ― ― 350.0  

 ※１ 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため，実質赤字比率及び連結実質赤字比率は算定されないこ

とから，「－」を記載している。将来負担比率は算定結果がマイナスとなることから，「－」を記載し

ている。 

 ※２ 早期健全化基準及び財政再生基準は，表示された基準を超えた場合に，財政健全化計画及び財政再

生計画の策定等が義務付けられる。 
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  ① 実質赤字比率 

    令和５年度の一般会計の実質収支額は 655,502千円の黒字であり，実質赤字額は

発生していない。このため，実質赤字比率は算定されなかった。 

 

区   分 概         要 

実質赤字比率   ―  地方交付税等の一般財源を支出の主な財源としている一

般会計等について，歳出に対する歳入の不足額を市の一般財

源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したもので

ある。 

(一般会計等の実質赤字

の比率) 

《算定式》 

  

一般会計等の実質赤字額 ―

標準財政規模 12,673,407千円
― ×100 ×100 ＝＝

 

※ 実質赤字額がないため，比率は算定されないことから「―」で表記 

 

 

 ➁ 連結実質赤字比率 

    令和５年度の一般会計，国民健康保険事業特別会計，後期高齢者医療特別会計，

介護保険事業特別会計，水道事業会計，農業集落排水事業会計及び公共下水道事業

会計の全会計とも実質収支額は黒字であり，連結実質赤字額は発生していない。こ

のため，連結実質赤字比率は算定されなかった。 

 

区   分 概         要 

連結実質赤字比率  ―  市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して，市全体と

しての歳出に対する歳入の資金不足額を，市の一般財源の標

準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものである。 

(全ての会計の実質赤字の

比率) 

《算定式》 

  

連結実質赤字額 ―

標準財政規模 12,673,407千円
―＝×100＝×100

 

  ※ 連結実質赤字額がないため，比率は算定されないことから「―」で表記 
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③  実質公債費比率 

    令和５年度の実質公債費比率は 6.8％（３か年平均）となり，早期健全化基準の

25.0％と比較すると，これを下回っている。 

 

区   分 概         要 

実質公債費比率  6.8％  市の一般会計等の支出のうち，義務的に支出しなければな

らない経費である公債費や公債費に準じた経費を，市の標準

財政規模を基本とした額で除したものの３か年間の平均値で

ある。 

(公債費及び準公債費の

経費の比率) 

《算定式》 

  

2,464,349 千円 － 1,715,066 千円
12,673,407 千円 － 1,715,066 千円

6.83756%
(A+B-C)-D

E-D
×100 ＝ ×100 ＝

 

   

  ※ 令和５年度の比率は 6.8％（単年度）であるが，３か年（R3：6.7％，R4：7.0％，

R5：6.8％）平均の比率は 6.8％である。 

 

  Ａ 地方債の元利償還金（繰上償還等を除く。）        2,145,303千円 

  Ｂ 地方債の元利償還金に準ずるもの（準元利償還金）      361,074千円 

  Ｃ 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源       42,028千円 

  Ｄ 地方債に係る元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基

準財政需要額に算入された額（算入公債費の額）及び準元利償還金に要する経費

として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額（算入準公

債費の額）                        1,715,066千円 

  Ｅ 標準財政規模                      12,673,407千円 

 ・準元利償還金＝イからホまでの合計額              361,074千円 

  イ 満期一括償還地方債について，償還期間を 30年とする元金均等年賦償還とした

場合における１年あたりの元金償還金相当額             0千円 

  ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち，公営企業債の償

還の財源に充てたと認められるもの              152,242 千円 

  ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち，組合等が起こし

た地方債の償還の財源に充てたと認められるもの        206,675 千円 

  ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの      2,157千円 

  ホ 一時借入金の利子                        0千円 
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  ④ 将来負担比率 

    令和５年度の将来負担比率は▲47.3％となり，早期健全化基準の 350.0％と比較

すると，これを大幅に下回っている。 

区   分 概         要 

将来負担比率  ▲ 47.3％ 市の一般会計等が将来的に負担することになっている

実質的な負債にあたる額（将来負担額）を把握し，この将

来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を

控除の上，市の標準財政規模を基本とした額で除したもの

である。 

(地方債残高のほか一般会

計等が将来負担すべき実質

的な負債を捉えた比率) 

《算定式》 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
×100

23,777,262 千円 - 28,963,520 千円

12,673,407 千円 - 1,715,066 千円
×100 ＝ ▲ 47.32704%

   

 ・将来負担額＝イからチまでの合計額              23,777,262千円 

  イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

  ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの） 

  ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込

額 

  ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等

見込額 

  ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち一般会計等の負担

見込額 

  へ 地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額，その者のために債務を負担し

ている場合の当該債務の額のうち，当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般

会計等の負担見込額 

  ト 連結実質赤字額 

  チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

 ・充当可能基金額＝イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第 241

条の基金 

 

２ 是正改善を要する事項 

   実質赤字額及び連結実質赤字額が発生していないこと並びに実質公債費比率及び将

来負担比率は，いずれも早期健全化基準より下回っていることから，特に指摘すべき

事項はない。 
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Ⅱ 令和５年度南九州市決算に基づく資金不足比率審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

   令和５年度決算に基づく資金不足比率 

 

第２ 審査の期間 

   令和６年８月 21 日 

 

第３ 審査の手続 

   審査は，市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類が適正に作成されているかどうかを確認し，その内容を関係諸帳簿及び証書類

等と照合審査することにより実施した。また，関係職員から説明を聴取する等により

実施した。 

 

第４ 審査の結果及び意見 

 １ 結果 

   審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，お

おむね適正に作成されていることを認めた。 

 

記 

（単位：％） 

比率名及び会計名 令和５年度 令和４年度 経営健全化基準 

資

金

不

足

比

率 

水 道 事 業 会 計 ― ― 20.0 

農 業 集 落 排 水 

事 業 会 計 ― ― 20.0 

公 共 下 水 道 

事 業 会 計 ― ― 20.0 

   ※１ 資金不足額がないため，比率は算定されないことから，「―」で表記している。 

   ※２ 経営健全化基準は，表示された基準を超えた場合に，経営健全化計画の策定等が義務付

けられる。 
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  ① 資金不足比率 

    令和５年度は，水道事業会計，農業集落排水事業会計及び公共下水道事業会計の

３会計とも資金不足額は発生していない。このため，資金不足比率は算定されなか

った。 

    

区   分 概         要 

資金不足比率    ― 一般会計等の実質収支に当たる公営企業会計における

資金不足について，公営企業の事業規模に対する比率

を表したものである。 

(公営企業ごとの資金不足の

比率) 

《算定式》 

  (地方公営企業法適用企業 → 水道事業，農業集落排水事業，公共下水道事業) 

資金の不足額［（流動負債＋建設改良費以外の経費の財源に充てるために
起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額］

事業の規模［営業収益の額－受託工事収益の額］   

  ・ 解消可能資金不足額＝事業の性質上，事業開始後一定期間に構造的に資金の

不足額が生じる等の事情がある場合において，資金の不足額から控除する一定

の額 

  ・ 宅地造成事業を行う公営企業については，土地の評価に係る流動資産の算定

等に関する特例がある。 

   

 

 ２ 是正改善を要する事項 

   資金不足額が発生していないことから，特に指摘すべき事項はない。 

 

 


